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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成24年12月25日に提出した第８期（自　平成23年10月１日　至　平成24年９月30日）有価証券報告書の記載事項の一部

をより具体的に説明するため、本訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

 

３【訂正箇所】
　下線部＿＿＿は、訂正部分を示します。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

＜訂正前＞

※　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

（略）

 

①　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

Ａ．会社の機関の基本説明

（略）

 

ａ．取締役会

（略）

 

ｂ．監査役会

　当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役３名は全て会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。１名の常勤監査役及び２名の非常勤監査役が監査役会を組織し、監査計画に基づく監査手続きを実

施するとともに、取締役会他重要な会議に出席し、意見具申を行い、また会計監査人や内部監査担当と連携し

て、経営に対する適切な監視を実施しております。

 

Ｂ．会社の機関・内部統制の関係

（当社のコーポレート・ガバナンスの模式図）

（略）

 

Ｃ．会社の機関・内部統制システムの整備の状況

（略）
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Ｄ．内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査につきましては、内部監査規程において内部監査担当を設置し、代表取締役社長直轄の内部監査

担当者（人員２名）及び補佐役（人員２名）のもと、年間計画に基づき、全部門を対象に定期的に社内全部門の業

務執行の状況を合法性、合理性の観点から業務監査を実施しており、内部監査の結果を取り纏めた報告書を代表取

締役社長に提出しております。また被監査部門に対しては、当該報告書を提出するとともに改善の指示を行ってお

ります。被監査部門においては、改善要請のあった事項について、遅滞無く回答書を作成した上で改善し、内部監

査の結果を業務改善に反映しております。

　監査役３名はいずれも社外監査役であり、各監査役の役割分担を定めた上、それぞれ独立した立場で監査を行

い、その結果を監査役会にて協議する形式をとっております。

　その主な監査手法は会社の重要な書類の閲覧や取締役会、品質管理報告会等の重要な会議への出席、取締役から

の経営方針聴取などであり、それぞれの視点から経営監視機能を十分に発揮でき、公正な監査を行う体制を整えて

おります。

　なお、監査役は監査を効率的に進めるため内部監査担当及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報

交換を密に行い、株主の負託に応え、会社の不祥事の防止と会社の健全で持続的な成長を支え、良質な企業統治体

制確立の役割を担っております。

 

Ｅ．会計監査の状況

（略）

 

②　リスク管理体制の整備状況

（略）

 

③　社外取締役及び社外監査役

　本書提出日現在において、当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役３名を選任することで、経営の

意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。

　社外監査役１名について、以下の当社株式のストック・オプションを所有しておりますが、その他社外監査役と当

社との間に、人的及び資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

監査役　小林三郎　6,000株

 

④　取締役の定数

（略）

 

⑤　取締役の選任の決議要件

（略）

 

⑥　役員報酬の内容

　当事業年度（平成24年９月期）における当社取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

取締役の年間報酬総額　　45,142千円（うち社外取締役　　　－千円）

監査役の年間報酬総額　　10,525千円（うち社外監査役　10,525千円）

（以下、⑦～⑩略）
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＜訂正後＞

※　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

（略）

 

①　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

Ａ．会社の機関の基本説明

（略）

 

ａ．取締役会

（略）

 

ｂ．監査役会

　当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役３名は全て会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。１名の常勤監査役及び２名の非常勤監査役が監査役会を組織し、監査計画に基づく監査手続きを実

施するとともに、取締役会他重要な会議に出席し、意見具申を行い、また会計監査人や内部監査担当と連携し

て、経営に対する適切な監視を実施しております。

　なお、木村忠昭氏は、公認会計士として長年の業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有する者であります。

 

Ｂ．会社の機関・内部統制の関係

（当社のコーポレート・ガバナンスの模式図）

（略）

 

Ｃ．会社の機関・内部統制システムの整備の状況

（略）

 

Ｄ．内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査につきましては、内部監査規程において内部監査担当を設置し、代表取締役社長直轄の内部監査

担当者（人員２名）及び補佐役（人員２名）のもと、年間計画に基づき、全部門を対象に定期的に社内全部門の業

務執行の状況を合法性、合理性の観点から業務監査を実施しており、内部監査の結果を取り纏めた報告書を代表取

締役社長に提出しております。また被監査部門に対しては、当該報告書を提出するとともに改善の指示を行ってお

ります。被監査部門においては、改善要請のあった事項について、遅滞無く回答書を作成した上で改善し、内部監

査の結果を業務改善に反映しております。

　監査役３名はいずれも社外監査役であり、各監査役の役割分担を定めた上、それぞれ独立した立場で監査を行

い、その結果を監査役会にて協議する形式をとっております。

　その主な監査手法は会社の重要な書類の閲覧や取締役会、品質管理報告会等の重要な会議への出席、取締役から

の経営方針聴取などであり、それぞれの視点から経営監視機能を十分に発揮でき、公正な監査を行う体制を整えて

おります。

　なお、監査役は監査を効率的に進めるため内部監査担当及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報

交換を密に行い、株主の負託に応え、会社の不祥事の防止と会社の健全で持続的な成長を支え、良質な企業統治体

制確立の役割を担っております。

　また、内部統制部門である総務人事部は、内部監査担当、監査役会及び会計監査人とそれぞれ緊密な関係を保持

するとともに、三様監査ミーティングの事務局として企業統治体制の中核を担っております。
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Ｅ．会計監査の状況

（略）

 

②　リスク管理体制の整備状況

（略）

 

③　社外取締役及び社外監査役

　本書提出日現在において、当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役３名を選任することで、経営の

意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。

　社外監査役１名について、以下の当社株式のストック・オプションを所有しておりますが、その他社外監査役と当

社との間に、人的及び資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

監査役　小林三郎　6,000株

　当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてお

りませんが、独立性を重視した選任を行っております。

 

④　取締役の定数

（略）

 

⑤　取締役の選任の決議要件

（略）

 

⑥　役員報酬の内容

Ａ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　当事業年度（平成24年９月期）における当社取締役及び監査役に対する役員報酬は基本報酬のみであり、以下の

とおりであります。

取締役５名の年間報酬総額　　45,142千円（うち社外取締役　　　－千円）

監査役３名の年間報酬総額　　10,525千円（うち社外監査役　10,525千円）

 

Ｂ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　当社においては、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役におい

ては会社業績及び部門業績を、監査役においては勤務日数を重視し、報酬等の額を決定しております。

（以下、⑦～⑩略）
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